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参考３ 「誘導施設整備区」関連書類 作成例 

 

第 4 章の「実務上のポイント」で示した内容に関する参考例を以下に示します。 

申出要件 

〈都市再生

特別措置法

105 条の 2

関連〉 

申出要件に合致する宅地について、「建築物等の敷地として利用されていない 

又は これに準ずるもの」の例として、規準、規約、定款若しくは施行規則で定め

るものは、以下のような宅地が想定できます。 

  

⚫ 損傷の激しい家屋の敷地 

⚫ 低利用な青空駐車場 

⚫ 廃材・廃棄物等が置かれた敷地 

⚫ 外形的に十分な土地利用がなされていないことが明らかな利用状態の敷地 

申出基準等 

〈都市再生

特別措置法

第 105 条の

3 関連〉 

申出見込みの確定については、事業認可後の法定申出において、手戻りが発生し

ないよう、事前の対策を講じることが望まれます。 

 

別紙 「●市●●土地区画整理事業の施行に伴い定めることを予定する 

誘導施設整備区への換地の申出取扱い要領（例）」 参照 

 

事業認可前に、申出や事業実施に対する同意を書面（印鑑証明付きも検討）で取

得することなどを目指すことが望まれます。 

別紙 「誘導施設整備区への換地の仮申出書（例）」 参照 

事業計画

（案）への記

載 

〈都市再生

特別措置法

第 105 条の

2 都市再

生特別措置

法施行規則 

第 47条の 2 

47 条の 3 

関連〉 

事業計画書［目次］ 

第 3 設計の概要 

1 設計説明書 

（1）土地区画整理事業の目的←空き地等の解消と都市機能誘導について 

（2）施行地区内の土地の現況                記載が望ましい 

（3）設計の方針       ←誘導施設について記載が望ましい 

（4）整理施行前後の地積 

（5）保留地の予定地積 

（6）公共施設整備改善の方針 

（7）土地区画整理法第 2 条第 2 項に規定する事業の概要 

（8）誘導施設整備区の面積 ←誘導施設整備区の面積について記載が必要な箇所 

2 設計図         ←誘導施設整備区の位置について記載が必要な箇所 

（誘導施設を明示することができる場合は、参考図を添付することが望まれます。） 

 （3）設計の方針 への誘導施設整備区の記載例 

設計の方針の土地利用計画において、誘導用途を権利者間の、また、公の共通認

識として担保しておく場合、次のような記載が考えられます。 

1.土地利用計画 

駅前の都市拠点である本地区の特性を活かし、都市機能誘導による賑わい空間を

創出することで、拠点の吸引力の向上に寄与するまちづくりを図るため、誘導施設

整備区に誘導する都市機能は、立地適正化計画に基づき、●●●機能（例：福祉・

医療等の生活サービス機能）を確保するものとし、都市全体のコンパクトなまちづ

くりに資するものとする。 

▸ 

▸ 

▸ 
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 （8）誘導施設整備区の面積 への誘導施設整備区の記載例 

 

誘導施設整備区の面積は、●●㎡とする。 

 

 2 設計図 への誘導施設整備区の記載例 

 

（縮尺 1200 分の 1 以上の設計図において、誘導施設整備区の凡例を追加し、図

中に誘導施設整備区の区域を明示すること。） 

 

 

 「参考図」への誘導施設の記載例 

誘導施設については、施設イメージを地権者や行政など関係者で共有することで

事業を円滑に進めるため、以下の内容を明示しておくことが望まれますが、明示が

難しい場合は、建築敷地の規模・位置、建築物の規模（延床面積、階数等）につい

て、記載を行うことが考えられます。 

図面の種類  縮尺 明示すべき事項 

誘導施設建築物 各階平面図 1/500

以上 

縮尺、方位並びに誘導施設の位置及

び形状 

 2 面以上の

断面図 

1/500

以上 

縮尺並びに施設建築物の概略断面図 

誘導施設建築敷

地(誘導施設整

備区) 

平面図 1/500

以上 

縮尺、方位、誘導施設整備区内の建

築敷地の位置及び形状等 

 

土地評価 

基準 

 

誘導施設整備区の換地については、土地評価基準に以下のように定めて、申出を

行った換地の評価を平均化することが考えられます。 

 

（整理後の宅地の評価） 記載例 

誘導施設整備区の画地評価は、同整備区の換地が共同利用することが前提の整備

区であるため、同整備区の宅地をあわせて 1 個の宅地としてみなして総指数及び平

方メートル当たり指数を算出し、その平方メートル当たり指数を用いて個々の画地

の総指数を算出する。 

 

※路線価評価においては、事業計画や地区計画等の中で、誘導施設の敷地の位置

や用途等について具体的に明示した上で、これを根拠に、施設に対する接近性に関

する要素である「接近係数」において誘導施設整備との距離関係による受益、又は、

宅地そのものの性質に関する要素である「宅地係数」において誘導施設整備におけ

る公共性の向上等を評価に反映することも考えられる。 

 

 

  

▸ 

▸ 

▸ 
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（別紙） 

●●市●●土地区画整理事業の施行に伴い定めることを予定する 

誘導施設整備区への換地の申出取扱要領（例） 

（目的）  

第１条 この要領は、●●市●●土地区画整理事業換地設計基準(案)第●条第●項の規定に

基づき、定めることを予定する誘導施設整備区への換地の申出の取扱いに関し、必要な事

項を定める。 

（誘導施設整備区への換地の申出を行う区域）  

第２条 換地の申出を行う区域は、事業計画（案）に定める誘導施設整備区とする。 

２ 誘導施設整備区の区域は、事業計画（案）「設計図」のとおりとする。 

（申出を行うことができる者）  

第３条 誘導施設整備区への換地申出を行うことができる者（以下「申出者」という。）は、

土地の所有権を有するものとし、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければな

らない。 

（1） 事業の趣旨並びに事業計画（案）に同意するもの。 

（2） 誘導施設整備区へ集約換地された土地について、一体的に賃貸又は共同事業化を図る

ことに同意するもの。 

（3） 本申出を都市再生特別措置法第 105 条の 3 の規定による申出への組み換えとするこ

とに同意するもの。 

（4） 当該申出に係る宅地が建築物等の敷地として利用されていないものであること又はこ

れに準ずるものとして（規準、規約、定款若しくは施行規程）で定めるものであること。 

（5） 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収

益することができる権利（誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権及び賃借

権並びに地役権を除く。）が存しないこと。 

（6） 当該申出に係る宅地について誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権又は

賃借権を有する者があるときは、その者の同意が得られていること。 

 

（申出への添付書類）  

第 4 条 申出者は、誘導施設整備区への換地に関する仮申出書（様式第１号）に次に掲げる
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書類を添えて申出することを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 1 所有権移転請求仮登記が登記されている土地を申出する場合、仮登記権利者の同意書

を添付する。 

（申出の調整）  

第 5 条 施行者は、事業計画（案）に定めた誘導施設整備区と申出に超過又は不足が生じた

場合、申出の調整を行う事ができる。 

2  申出の調整は、申出の意思及び誘導施設の整備に関する取組について聴き取り調査を行っ

た上で調整することとする。 

3 申出量が計画値を上回った場合は、大口申出者での調整、優先順位に基づく換地者の決定、

申出に応じない宅地（一部）の決定、又は事業計画の見直し（誘導施設の規模拡大もしく

は、誘導施設数の拡大検討等）等を行う。 

4 申出量が計画値を下回った場合は、関係地権者等と十分に調整した上での申出の再募集、

事業計画の見直し（誘導施設の規模縮小検討等）又は誘導施設整備区を設定しない旨（申

出に応じない宅地（全部））の決定等を行う。 

5 施行者は、第 3 項及び第 4 項の規定による調整又は決定等を行った場合は、遅滞なく、

申出をした者に対し、その旨を通知するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成 年 月 日から施行する。 

  

 

申出者 

添付書類 

代表者選任届 

（様式第２号）  

相続人代表者届 

（様式第３号）  

同意書 ※1 

（様式第４号）  

登記名義人 

（単独所有）  
－ － 

〇 
登記名義人 

（共同所有）  
○ － 

登記名義人の相続人 － ○ 

登記名義人以外の者 

（相続人を除く）  
－ － ○ 
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様式第１号 

平成  年  月  日 

誘導施設整備区への換地に関する仮申出書（例） 

●●市●●土地区画整理事業 

施行者 ●●●宛 

申出者 住 所 

氏 名 ㊞ 

電 話 

●●市●●土地区画整理事業地区内に所有する土地についての換地を、事業地区内に定めるこ

とを予定する誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をします。 

申出を行った宅地の所有者に変更があった場合においては、当該申出に関する全ての事項につ

いて、変更後の所有者に承継するものとします。 

事業計画が定められた場合は、公告があった日以降速やかに、都市再生特別措置法第 105 条の

3 の規定による申出を行い、申出書を提出します。 

↓土地活用方法の□に✓印をつけ

てください。 

土地登記簿 土地活用方法要望 

大字・字名 地 番 地 目 地 積 貸 地 共同事業化 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 

備考 

１ 申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務

所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載すること。 

２ 申出人の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、

押印を省略することができる。 

（添付書類） 

※申出する方が（１）～（４）に該当する場合、添付書類が必要になります。 

（１）共同で所有している場合・・・・・・・・・代表者選任届（様式第 2 号） 
（２）登記名義人が亡くなられている場合・・・・相続人代表者届（様式第 3 号） 
（３）登記名義人以外の関係者が申出する場合・・同意書（様式第 4 号） 
（４）所有権移転請求仮登記地を申出する場合 

仮登記権利者の同意が必要になります。・・同意書（様式第 4 号） 
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（様式第 2 号から第 4 号省略） 

自由意見 


